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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年８月２７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 旅客負傷 

発生日時 平成２７年３月２３日 １８時１０分ごろ 

発生場所 熊本県天草市御所浦
ご し ょう ら

漁港（本郷地区） 

 御所浦港本郷北防波堤灯台から真方位１５３°３２０ｍ付近 

 （概位 北緯３２°２０.３０′ 東経１３０°２０.２４′） 

事故調査の経過  平成２７年４月１３日、本事故の調査を担当する主管調査官（長崎

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。  

 原因関係者から意見聴取を行った。  

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

旅客フェリー フェリーごしょうら、１３２トン 

 １３６４４１、共同フェリー株式会社（Ａ社） 

 ３７.４７ｍ×８.３０ｍ×３.２０ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、５５１kＷ、平成１３年５月 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 五級海技士（航海） 

  免 許 年 月 日 平成１６年１２月２７日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２６年２月１８日 

  免状有効期間満了日 平成３１年１２月２６日 

機関長 男性 ４８歳 

 五級海技士（機関） 

  免 許 年 月 日 平成１２年１２月１日 

  免 状 交 付 年 月 日  平成２２年１１月２６日 

  免状有効期間満了日 平成２７年１１月３０日 

旅客Ａ 女性 ２５歳 

 死傷者等 軽傷 １人（旅客Ａ） 

 損傷 本船 ブルカン継ぎ手（御所浦側）に破断、御所浦側右側防舷材に曲

損 

桟橋 なし 

 事故の経過  本船は、両頭船であり、船長及び機関長ほか２人が乗り組み、旅客

８人を乗せ、車両５台を積載し、船長が操船して御所浦漁港（本郷地

区）の浮き桟橋に着桟しようとした際、前進行きあしがあったので御

所浦側（後進側）のプロペラ翼を極微速力前進にかけたが、同プロペ

ラ翼が回らず、平成２７年３月２３日１８時１０分ごろ、約３.５ノ
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ットの速力で浮き桟橋に接触した。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 1 本船の御所浦漁港着桟状況 

旅客Ａは、左腕で幼児を抱え、進行方向の右側にある昇降用の階段

の最上段付近で着桟を待っていたところ、着桟時の衝撃で同階段の中

段踊り場付近に転落して両膝をつき、右手でハンドレールの支柱を握

って身体を支えた。（写真２参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真２ 旅客Ａの転倒状況 

 機関長は、船長から後進側のプロペラ翼が回らない旨の連絡を受け

た直後、着桟時の衝撃を感じるとともに、進行方向の左側前方にある

機関室出入口から白煙が噴出しているのを見たので、点検したとこ

ろ、‘主機に接続した御所浦側のブルカン継ぎ手’（ブルカン高弾性

RATO-S 継ぎ手、以下「本件継ぎ手」という。）付近でゴムの焼ける臭

いに気付き、ゴム片が飛び散っているのを視認した。（写真３、写真

４参照） 

 

 

 

 

 

 

本船の進行方向 

御所浦漁港（本郷地区）の浮き桟橋 

御所浦側 進行方向右側の昇降用階段 

中段踊り場 

車両甲板 

本船の進行方向 

中段踊り場 
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旅客Ａは、自力で下船したものの、その後、病院へ行き、頭部打

撲、頸
けい

椎
つい

捻挫、左前腕打撲傷及び右膝打撲擦過傷と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

旅客Ａは、Ａ社が運航する旅客船に２０年以上乗っており、着桟す

るまで椅子に腰を掛けておくようにとの船内放送は聞いていたが、着

桟前に昇降用の階段付近に立ち、着桟するのを待っていても、これま

で乗組員から着桟するまで椅子に腰を掛けておくように注意されたこ

とはなかった。 

本船は、御所浦漁港（本郷地区）と天草市棚底
たなそこ

港間を運航する両頭

船で、それぞれの進行方向にプロペラ翼及び舵が装備され、プロペラ

翼切替スイッチ（「御所浦」、「通常」、「棚底、大道
おおどう

」）をふだんは「通

常」位置とし、「御所浦」側及び「棚底、大道」側のそれぞれのプロ

ペラ翼のどちらかを前進側の回転で使用していた。 

本船は、プロペラ翼切替スイッチを「通常」位置とし、御所浦漁港

（本郷地区）へ航行する際、操縦レバーを、「御所浦」側にすれば棚

底側のブルカン継ぎ手が嵌合
かんごう

して前進し、「棚底、大道」側にすれば

本件継ぎ手が嵌合して後進するようになっていた。（図１、写真５参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 本船一般配置図 

 

写真４ 破断して２分割した本件 

継ぎ手（本来一体物） 

写真３ 本件継ぎ手の取付位置

（修理後） 

主機 

本件継ぎ手 御所浦側 

棚底、大道側 御所浦側 

プロペラ翼 プロペラ翼 
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写真５ 本船遠隔操縦盤（御所浦漁港（本郷地区）向け航行中） 

本件継ぎ手は、継ぎ手製造業者が各部の許容限度を定め、許容限度

を超える場合に新替えの措置が推奨されていた。 

本件継ぎ手は、船舶修理業者が、平成２３年に中古品を取り付け、

平成２５年に開放整備を行い、それぞれの計測値が許容限度内である

ことを確認し、その後は船内で目視による検査のみが乗組員により行

われていた。 

船長は、プロペラ翼切替スイッチを「通常」位置のみで使用し、

「御所浦」及び「棚底、大道」に切り替えての訓練を定期的に行って

おらず、御所浦側のプロペラ翼が回らなくなった際、同切替スイッチ

を「棚底、大道」に切り替えて後進にかけることを思い付かなかっ

た。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

本船は、御所浦漁港（本郷地区）において、前進行きあしが残った

状態で着桟した際、旅客Ａが昇降用階段の最上部付近に立っていたこ

とから、着桟時の衝撃で同階段の中段踊り場付近に転落し、頭部打

撲、頸椎捻挫、左前腕打撲傷及び右膝打撲擦過傷を負ったものと考え

られる。 

旅客Ａは、着桟するまで椅子に腰を掛けておくようにとの船内放送

を聞いていたが、乗組員から直接注意されたことがなかったことか

ら、昇降用階段の最上部付近に立っていたものと考えられる。 

本船は、御所浦漁港（本郷地区）に着桟しようとした際、本件継ぎ

手が破断したことから、御所浦側のプロペラ翼が回らず、前進行きあ

しが残った状態で着桟したものと考えられる。 

本件継ぎ手は、許容限度を超えて使用されていたことから、破断し

て御所浦側のプロペラ翼が回らなかった可能性があると考えられる

が、平成２５年の開放整備後は目視の検査のみが行われており、破断

操縦レバー（御所浦） 

プロペラ翼切替スイッチ

（通常） 

棚底、大道側クラッチ

位置表示灯（前進） 

プロペラ翼切替位置

表示灯（通常） 

進行方向表示灯（御所浦） 
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するに至った状況を明らかにすることはできなかった。 

原因 本事故は、本船が、御所浦漁港（本郷地区）において、前進行きあ

しが残った状態で着桟した際、旅客Ａが昇降用階段の最上部付近に立

っていたため、着桟時の衝撃で同階段の中段踊り場付近に転落したこ

とにより発生したものと考えられる。 

参考 本事故後、Ａ社は次の再発防止及び被害の軽減策を講じた。 

・Ａ社は、昇降用階段の最上段部に安全ロープを設置し、安全ロー

プの取付け及び取り外しを乗組員が行うようにした。 

・乗組員が、着桟直前に客室を回り、旅客に対して着桟するまで椅

子に腰を掛けておくように注意を促すようにした。 

・乗船時に旅客に対して、着桟時の注意事項を記載した印刷物を配

布するようにした。 

・ブルカン継ぎ手の開放検査を、継ぎ手製造業者に入渠ごとに行わ

せるようにした。 

今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・応急時のマニュアルを作成し、訓練を実施して応急時の対応がで

きるようにすることが望ましい。  
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付図 1 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

大村湾 

御所浦島 

天草市 

御所浦港本郷北防波堤灯台 

八代海

下島 

熊本県 

長崎県 

天草上島 

天草市 

天草下島 

御所浦漁港（本郷地区） 
事故発生場所 

（平成２７年３月２３日 

１８時１０分ごろ発生） 


